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令和８年３月 

第２回清水町議会定例会一般質問事項 

質 問 者 
質 問 事 項 

議 席 氏 名 

６ 鈴 木 孝 寿 １ 町内会組織の在り方について 

昨年３月の議会の一般質問において、現状の町内会活動及び町

内会費への言及、さらに町内会の将来像を考える必要性の質問を

させていただいた。 

来年度の予算編成の中で町内会の負担を減らす組織体系の見直

しをしていく方針とのことだが、今後の町内会活動の活性化に対

する考え方について伺う。 

２ まちづくり基本条例の精神に反しない町名変更の

議論について 

町名変更の議論は、清水町内はもとより各方面において様々な

反響がある。しかし、報道の一部切り抜きを含め清水町のイメー

ジを決して良くない表現や言葉で自らの意見を述べる方々もい

る。まちづくり基本条例の根本は、自らの町をより良くしていく

ための条例であり、建設的な議論をするためのものと考える。そ

の前提に立つ前に、町が町名の変更後のしっかりとしたメリット

を町民に提供することがその前提条件でもある。その前提条件を

説明し、反対する方は声高に更には子ども達に聞かすことの出来

ないような言葉の吐き出し口になるような運営では、まちづくり

基本条例の意味を成さない。 

今回の町名変更の議論は、これまで選挙以外で「まちづくり」

を多くの町民が考える最良の機会と考える。そのためにこそしっ

かりとした考えや情報を町民に伝え、賛成する側もより良くする

方法が述べ、また、反対される方もどのようにしていけば、より

町が発展するかを伝えるような運営を行うことにより、本来のま

ちづくり基本条例の精神を生かした「本当のまちづくり」に繋が

ると考える。今後の町民への説明についての町長の考えを伺う。 
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質 問 者 
質 問 事 項 

議 席 氏 名 

  ３ 本町の農畜産品等を用いての国際的なＰＲの今後

の展開について 

 

本町の農産品のＰＲにこれまでローマ教皇庁・ダライラマ日本

事務所、更にはルーマニア大使館において行ったと聞く。また、

ドイツ大使館やオーストリア大使館には第九の町としてのこれま

での本町の取組を紹介し、ヴェートーベンが精力的に活動した地

域、更には生誕の国との第九を通じた国際的なつながりを持つ努

力をされていると聞く。更に十勝若牛のブランド化をより推し進

める形として大阪府知事へのセールス等、この一年で農畜産品の

紹介や長年培った清水の文化の深化に注力をしていることは、評

価したい。これらの先にある展開に町民は関心を高めている。町

長の考えるこれらの展開に対して今後の方向性を伺う。 
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質 問 者 
質 問 事 項 

議 席 氏 名 

５ 中河つる子 １ 高齢者福祉の充実への取り組みについて 

 

町政執行方針の中で、高齢者福祉について「住み慣れた地域で

安心して暮らし続けるために、見守り、日常生活を支える各種事

業の充実に取り組む」とあるが、次の２点について町長の考えを

伺う。 

（１）一人暮らしや高齢者世帯の方々が体調を崩したとき、町と

してどのような助けの手を差し伸べることができるかが大

事である。町として具体的な方法を考えているか伺う。 

（２）高齢者等が心配ごとがあるとき相談をできるのが民生委員

だと思う。最近、自分の町内会の担当民生委員を知らない

との声を聞く。町内会の総会などの時に、担当の民生委員

を紹介し、町内会員と民生委員の顔合わせをしてつながり

を作り、相談しやすい関係を作ることができるか伺う。 
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質 問 者 
質 問 事 項 

議 席 氏 名 

２ 田 村 幸 紀 １ 令和８年度執行方針における「施策の優先順位」と

「町民幸福度」の整合性 

 

令和８年度予算が一般会計100億円規模に迫るなか、基金の繰入

れによる財源確保が恒常化している。町長は「生活の安定に向け

た支援を最優先に取り組む」と令和７年度執行方針で明言されて

いたが、実際の予算配分においていかなる優先順位で実行される

のか。次世代への責任ある財政運営の視点から伺う。 

（１）町長が「最優先」と掲げた生活支援策のこの１年間の具体

的な総括と、その評価と検証の結果、令和８年度予算編成

の判断基準としてどのように反映されているのかを伺う。 

（２）私が継続して求めている「５カ年財政推計」の策定状況を

伺う。併せて、公共施設整備等の将来負担を見据えなけれ

ばならない今、今後の持続可能な財政運営についての町長

の認識を伺う。 

 

２ まちづくり基本条例の理念に基づく「自治のありた

い手法」と組織の健全性 

 

施策の決定プロセスは、まちづくり基本条例の理念に基づき、

当たり前のことを当たり前に正しく進める姿勢が求められる。情

報の透明性を確保し、専門知見から若者の意見まで多様な町民の

声を等しく尊重する、まちづくりにとっての「ありたい手法」を

伺う。 

（１）特に重大なプロジェクトにおける情報の公表状況、及び条

例第２条で定義する「町民」の声を聴く手続きの正当性を

検証し、住民の意思を把握する手法として、住民投票だけ

ではなく、町民同士が語り合う場を設けるなどの考えはな

いか伺う。 

（２）トップダウンによる新規事業に対し、各課横断的な検討体

制と全職員までの納得感を持てる情報が共有されている

か。また、専門的知見を含む多様な町民の知恵や声なき声

が、組織内で適切に共有・評価されているか伺う。 

 



 5 

質 問 者 
質 問 事 項 

議 席 氏 名 

９ 佐 藤 幸 一 １ 町名変更に伴う町の財政負担の町民理解について 

 

町名変更は清水町が将来も生き残り、未来の世代に引き継ぐた

めの一つの選択であり実現を期待するものである。 

町名変更に伴う町の財政負担が、当初の４千万円から１億１千

万円あまりの約2.5倍に増えている。 

住民基本台帳や戸籍システムの改修費が増加したことが要因で

あるが、どうして増えたのかを、説明会に来られなかった方々に

も理解していただく方法を考えるべきであるがいかがか。 

 

２ 清水高等学校の間口維持について 

 

令和８年度の公立高校の出願状況が発表された。 

清水高等学校は令和８年度においても３間口が維持された。出

願数は62名と昨年度よりは微増しているが、定員には届いていな

い。ついては、以下について伺う。 

（１）令和９年度の間口維持に向けて、町教育委員会の取り組み

について伺う。 

（２）魅力化の一つとして、学校給食の提供について再度検討す

る考えはないか。 




